
　

人
事
院
・
国
税
庁
で
は
、
平
成
22
年
度

税
務
職
員
（
Ⅲ
種
）採
用
試
験
の
受
験
者

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

●
受
験
資
格

　

平
成
元
年
４
月
２
日
〜
平
成
５
年
４
月

　

１
日
生
ま
れ
の
方

●
試
験
の
程
度　

高
等
学
校
卒
業
程
度

●
申
込
書
請
求
先

　

大
田
原
税
務
署
総
務
課

　

関
東
信
越
国
税
局
人
事
第
二
課

　

人
事
院
関
東
事
務
局

●
受
付
期
間

　

６
月
22
日
（
火
）〜
６
月
29
日
（
火
）

　

土
・
日
曜
日
は
除
く
。

●
申
込
書
提
出
先

　

人
事
院
関
東
事
務
局

　
　

〒
３
３
０
‐
９
７
１
２

　
　

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
都
心

　
　

１
番
地
１

　
　

さ
い
た
ま
新
都
心
合
同
庁
舎
１
号
館

　
　
　

０
４
８
(７
４
０
）２
０
０
６
〜
８

●
試
験
日

  〈
第
１
次
試
験
〉９
月
５
日
（
日
）

  〈
第
２
次
試
験
〉

　

10
月
14
日
（
木
）〜
21
日
（
木
）の
い
ず

　

れ
か
１
日
（
第
１
次
試
験
合
格
通
知
で

　

指
定
す
る
日
）

●
試
験
地

  〈
第
１
次
試
験
〉

　

人
事
院
地
方
事
務
局
が
示
し
た
試
験
地

　

で
あ
れ
ば
、
受
験
者
の
希
望
す
る
全
国

　

ど
の
試
験
地
で
も
受
験
で
き
ま
す
。

  〈
第
２
次
試
験
〉　

　

第
１
次
試
験
合
格
通
知
で
指
定
す
る
試

　

験
地

●
試
験
種
目

  〈
第
１
次
試
験
〉

　

教
養
試
験
、
適
性
試
験
、
作
文
試
験

  〈
第
２
次
試
験
〉

　

人
物
試
験
、
身
体
検
査

●
合
格
者
発
表

  〈
第
１
次
試
験
〉10
月
７
日
（
木
）

  〈
第
２
次
試
験
〉11
月
11
日
（
木
）

　

い
ず
れ
も
第
１
次
試
験
地
お
よ
び
申
込

　

地
域
を
管
轄
す
る
人
事
院
各
地
方
事
務

　

局
に
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
ほ
か
、
合

　

格
者
に
通
知
し
ま
す
。

●
採
用
日　

平
成
23
年
４
月
１
日

■
問
い
合
わ
せ

　

関
東
信
越
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
係

　
　
　

０
４
８
（
６
０
０
）３
１
１
１

　
　

内
線
２
０
９
５
・
２
０
９
７

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　
　

http://w
w
w
.nta.go.jp

●
日　

時

　

６
月
10
日
（
木
）〜
13
日
（
日
）

　
　

10
日
は
午
後
１
時
〜
５
時

　
　

11
・
12
日
は
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
　

13
日
は
午
前
９
時
〜
午
後
３
時

●
場　

所

　

那
須
与
一
伝
承
館　

多
目
的
ホ
ー
ル

●
内　

容

　

競
技
花
の
部
、
銘
花
の
部
、
銘
木
の
部

　

な
ど
約
90
点
の
作
品
を
展
示
。

●
主　

催　

大
田
原
皐
月
会

■
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
皐
月
会　

会
長　

加
藤
恵
三

　
　
　
（
２
３
）１
４
０
９

　

商
工
観
光
課
観
光
交
流
係

　
　
　
（
５
４
）１
１
１
０

　

市
で
は
事
業
者
の
皆
さ
ん
の
経
営
課
題

に
お
応
え
す
る
た
め
無
料
相
談
会
を
実
施

し
ま
す
。

●
日　

時　

　

６
月
10
日
・
７
月
８
日
・
８
月
12
日

　

９
月
９
日
・
10
月
14
日
・
11
月
11
日

　

12
月
９
日
・
平
成
23
年
１
月
13
日
・

　

２
月
10
日
・
３
月
10
日

　

い
ず
れ
も
第
２
木
曜
日
、
午
後
２
時
〜
４
時

※

都
合
に
よ
り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

　

ま
す
。

●
場　

所

　

大
田
原
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

　
（
大
田
原
市
本
町
１‐

２
８
０
５‐

３
）

●
相
談
内
容　

新
技
術
や
新
製
品
開
発
の

　

相
談
、
経
営
相
談
な
ど
、
事
業
者
の
皆

　

さ
ん
の
経
営
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題

※

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

●
ア
ド
バ
イ
ザ
ー　

宇
都
宮
大
学
産
学
官

　

連
携
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
・
中
小
企
業

　

診
断
士　

山
下　

信
（
ま
こ
と
）氏

●
相
談
料　

無
料

●
申
込
方
法　

事
前
の
予
約
が
必
要
。
あ

　

ら
か
じ
め
商
工
観
光
課
工
業
係
ま
で
ご

　

連
絡
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

商
工
観
光
課
工
業
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
０
９

　

求
職
活
動
を
さ
れ
て
い
る
方
の
就
職
や

生
活
・
就
労
相
談
に
専
門
の
ス
タ
ッ
フ
が

応
じ
ま
す
。

●
日　

時　

　

７
月
１
日
・
８
月
５
日
・
９
月
２
日

　

10
月
７
日
・
11
月
４
日
・
12
月
２
日

　

平
成
23
年
１
月
６
日
・
２
月
３
日

　

３
月
３
日

　

毎
月
第
１
木
曜
日
、
午
後
１
時
〜
４
時

●
場　

所

　

栃
木
県
庁
那
須
庁
舎（
中
央
１-

９-

９
）

●
相
談
内
容

①
職
業
相
談
員
に
よ
る
就
職
相
談

②
生
活
・
就
労
相
談
員
に
よ
る
公
営
住
宅
、

　

生
活
賃
金
、
職
業
訓
練
な
ど
に
関
す
る

　

相
談

③
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
個
別

　

相
談

④
労
働
相
談
員
に
よ
る
労
働
相
談

■
問
い
合
わ
せ

　

と
ち
ぎ
求
職
者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　

０
２
８（
６
０
０
）４
０
７
１

　

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
と
ち
ぎ
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ

　

ン
セ
ラ
ー

　
　
　

０
２
８（
６
２
３
）３
２
２
６

　

栃
木
県
大
田
原
労
政
事
務
所

　
　
　
（
２
２
）４
１
５
８

国
家
公
務
員
採
用

Ⅲ
種（
税
務
）試
験
案
内

第
32
回
大
田
原
皐
月（
さ
つ
き
）

展
示
会
開
催

事
業
経
営
に
関
す
る
無
料
相
談
会

と
ち
ぎ
求
職
者
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー
巡
回
相
談
会

お知らせ

平成22年６月１日号 14


